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受付印

この欄に収入印紙をはる。
１件について甲類審判　８００円分
　　　　　　乙類審判１，２００円分
　　　　　　調　　停１，２００円分

（はった印紙に押印しないでください。）
収　入　印　紙
予納郵便切手
予納登記印紙

準口頭

添 付 書 類

都　道
府　県

関連事件番号 平成 年（家　　）第 号

円
円
円

印

申  　
　
　

立  　
　
　

人

本　　籍

住　　所

連 絡 先

職　　業

フリガナ

氏　　名

〒 － 電 話  （  ）

 （  方）

（戸籍の添付が必要とされていない申立ての場合は，記入する必要はありません。）

（戸籍の添付が必要とされていない申立ての場合は，記入する必要はありません。）

〒 － 電 話  （  ）

 （  方）

※

大正
昭和　　　年　　　月　　　日生
平成

都　道
府　県

本　　籍

住　　所

連 絡 先

職　　業

フリガナ

氏　　名

〒 － 電 話  （  ）

 （  方）

〒 － 電 話  （  ）

 （  方）
大正
昭和　　　年　　　月　　　日生
平成

一般（1/  ）

（942150）

（注）　太枠の中だけ記入してください。 ※の部分は，申立人，相手方，法定代理人，事件本人又は利害関係人
　　の区別を記入してください。

家　事 申 立 書　事件名（　　　　　　　　  ）
審　判

調　停

家 庭 裁 判 所
御 中

平成　　　年　　　月　　　日

申　 立 　人

の 署 名 押 印
又は記名押印

又は法定代
理人など　

治
タイプライタ
離縁

治
タイプライタ
２３

治
タイプライタ
９

治
タイプライタ
２３

治
タイプライタ
田中　一郎田中　裕子

治
タイプライタ
申立人の戸籍謄本１通、相手方の戸籍謄本１通

治
タイプライタ
東京

治
タイプライタ
杉並区＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

治
タイプライタ
１６８

治
タイプライタ
００８２

治
タイプライタ
０３

治
タイプライタ
３３３３

治
タイプライタ
３３３３

治
タイプライタ
東京都杉並区＊＊＊＊＊＊＊＊＊

治
タイプライタ
同上

治
タイプライタ
田中　一郎

治
タイプライタ
タナカ　一郎

治
タイプライタ
３０

治
タイプライタ
９

治
タイプライタ
２３

治
タイプライタ
会社員

治
タイプライタ
東京

治
タイプライタ
杉並区＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

治
タイプライタ
１６８

治
タイプライタ
００８２

治
タイプライタ
０３

治
タイプライタ
２２２２

治
タイプライタ
２２２２

治
タイプライタ
東京都杉並区＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

治
タイプライタ
同上

治
タイプライタ
山田　太郎

治
タイプライタ
ヤマダ　タロウ

治
タイプライタ
５０

治
タイプライタ
６

治
タイプライタ
１２

治
タイプライタ
会社員

治
タイプライタ
相手方離縁後親権者となる者



179-2

申　　　立　　　て　　　の　　　趣　　　旨

申　　　立　　　て　　　の　　　実　　　情

（注）　太枠の中だけ記入してください。

一般（　/　）

治
タイプライタ
申立人両名と未成年者とは、離縁するとの調停を求める。

治
タイプライタ
１　申立人両名と未成年者は、相手方の代諾により平成＊＊年＊＊月＊＊日養子縁組届出をし、申立人ら両名は未成年者を実子同様に監護養育してきた。２　相手方は、申立人裕子の姉であり、未成年者は相手方の三男であるが、相手方の夫が３人の子を残して死亡したことと申立人夫婦に子がなかったために、当時４歳だった未成年者を養子としたもので、未成年者は、申立人両名を実の父母と慕い生活していた。３　未成年者は中学生になった頃、自分が申立人両名の実子でないことを知り、申立人両名の言うことを全く聞かなくなり、家庭内暴力に及ぶようになった。４　申立人両名は未成年者を監護養育することができないので、未成年者と離縁したいと相手方に申し入れたが、協議が調わないため、離縁の申立をする。




